
集落営農（特定農業法人）の自己資本の充実

１．趣 旨

農業法人投資育成事業を営む承認会社（アグリビジネス投資育成㈱）の投資対
象に新たに特定農業法人を加え、集落営農の育成・確保を図るとともに、それに
必要な投資原資を農林漁業金融公庫が出資。

２．事業内容

農林漁業金融公庫に対して、農業法人投資育成事業を営む承認会社の行う特定
農業法人への投資のための原資の出資を行う。

３．事業実施主体

農林漁業金融公庫

４．平成１８年度概算決定額

農林漁業金融公庫出資金 430,000（0）千円

(参 考)

出 資 金

国 農林漁業金融公庫

農業法人に対する投資の
円滑化に関する特別措置法

第８条出 資
（農林漁業金融公庫法の特例）

承 認 会 社
(アグリビジネス投資育成㈱)

審査の上、投資

農 業 法 人

現 行 拡 充

認定農業者 特定農業法人○ ○
(農業経営基盤強化促進法12条) (同法23条:みなし認定農業者）

【担当課：経営局金融調整課】


